
「旬ちゃん」ウォーキングバルーン貸出及び使用規程  

 

 

（趣  旨）  

第 1 条  この規程は、「おいしい信州ふーど（風土）」を食べよう！育てよう！地

産地消キャンペーン推進委員会（以下「推進委員会」という。）が所有する、「旬

ちゃん」ウォーキングバルーン（以下「着ぐるみ」という。）の貸出及び使用に

ついて必要な事項を定めるものとする。  

 

（申  請）  

第 2 条  着ぐるみの借受を希望する場合は、推進委員会事務局へ「旬ちゃんウォ

ーキングバルーン借用申請書」を提出し、その承認を受けなければならない。  

 

（貸出の承認）  

第 3 条  推進委員会事務局は、前条に規定する申請書の提出があった場合、当該

申請の内容を掌握し、その内容が地産地消の周知に資すると認められるときは、

着ぐるみの貸出を承認する。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき

はこの限りでない。  

（１）地産地消キャンペーンの品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるとき。 

（２）着ぐるみを正しい使用方法に従って使用しない恐れがあるとき。  

（３）法令及び公序良俗に反すると認められるとき、又は反するおそれがある  

とき。  

（４）特定の個人、団体、企業、政党又は宗教団体を支援又は公認しているよう

な誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。  

（５）その他、会長が着ぐるみの使用について不適当と認めたとき。  

 

（貸出等）  

第 4 条  貸出の承認を受けた者は、原則として、事務局（長野県農政部農業政策

課農産物マーケティング室）に来局して着ぐるみを借り受ける。  

２  着ぐるみを借り受けた者（以下「借受者」という。）は、原則として、事務局

に来局して事務局職員の点検を受けて返却する。  

３  借受及び返却に要する費用は、原則として借受者が負担する。  

４  貸出は、無料とする。  

５  貸出期間は、原則として往復の移動日、及び着用後の陰干し等のメンテナンス

を含めて、必要最低限の日数とする。  

６  貸出は、原則として先着順とする。  

７  貸出の申込は、貸出日の７日前までとする。  

 



（遵守事項）  

第  5 条  借受者は、承認を受けた範囲で使用しなければならない。  

２  借受者は、別記「旬ちゃん使用上の注意」を遵守しなければならない。  

３  借受者は、着ぐるみを第三者に転貸してはならない。  

４  借受者が、着ぐるみを汚損又は紛失したときは、速やかに事務局へ申し出なけ

ればならない。  

５  借受者が、故意又は重大な過失によって着ぐるみを汚損又は紛失したときは、

修繕若しくはクリーニングに要する費用を弁償する。  

 

（承認の取消し）  

第  ６  条  会長は、借受者がこの規程に違反したとき、貸出の承認を取り消すこと

ができる。この場合において、推進委員会は、当該承認の取消しによって生じた

損害について責任を負わない。  

２  貸出の承認を取り消された者は、取り消しの連絡があった日以降、速やかに借

り受けた着ぐるみを返却しなければならない。  

 

（推進委員会の責任）  

第  ７  条  推進委員会は、着ぐるみの使用により生じた損害について一切の責任を

負わない。   

 

（補  則）  

第  ８  条  この規程に定めるもののほか、着ぐるみの貸出事務及び使用方法につい

て必要な事項は、会長が別に定める。  

 

附  則  

この規程は、平成 2６年 5 月 14 日から施行する。  

 



旬ちゃん使用上の注意  

 

「旬ちゃん」の使用にあたっては、下記の事項を遵守するとともに、継続使用の

視点から、特に使用後のメンテナンスを確実に行ってください。  

 

記  

１  着ぐるみの規格上、装着者はおおむね身長 170 ㎝以下（１号機）、おおむね

身長 180 ㎝以下（2 号機）の人としてください。  

 

２  装着の際は、長袖のシャツ・ズボンを着用し、頭部と首にタオルを巻き、両手

には軍手等の手袋を着用して、肌を露出させないようにしてください（厳守）。

なお、これらは借受者が準備してください。  

 

３  着脱は、可能な限り関係者以外の目に触れない場所で行ってください。  

 

４  装着中は、関係者以外の前で発声をしないでください。  

 

５  風雨等による汚損及び劣化を避けるため、原則として屋内で使用してください。

やむを得ず屋外で使用する場合には、汚損することのないよう細心の注意を払っ

てください。（特に、泥等による汚れには注意し、足下が濡れている場所では大

型のビニール袋を足にかぶせるなどの配慮をしてください。また、雨天時の屋外

での使用は絶対にしないでください。）  

 

６  着用者の体調管理には十分留意するとともに、着用時間が長時間に及ぶことの

ないようにしてください。バッテリーの性能上では連続１時間の使用が可能です

が、1 回当たりの着用目安時間は、長くても 30 分以内です。  

 

７  動作の際は、周囲の安全に十分配慮してください。また、歩行の際は、必ず介

助人を付け、安全確保に十分留意してください。  

 

８  介助人は、着用者が衝撃を被ることのないよう周囲の状況に十分配慮してくだ

さい。旬ちゃんはフリース素材でバルーン状のため、周囲の人から叩かれたり揺

すられたりと衝撃を受けやすいので、特に注意してください。  

 

９  使用後は、足（地面接地部分）の汚れを固絞りした濡れぞうきん等（借受者準

備）で拭き取ってください。また、着ぐるみの内外及び送風機のリュックに消臭

除菌スプレーを噴霧するとともに、付属のスリッパの内側をアルコールウエット

ティッシュで拭いてください。その後着ぐるみを裏返して、風通しのよい場所で



十分に陰干しを行ってください（頁末イメージ参照）。乾燥後は、本体排気口部

分のマジックテープに黄色の保護布を付けるとともに、着ぐるみを元の状態（表

替え）に戻して、保管ケースに入れてください。  

 

10 バッテリーは２～３個備え付けてありますが、過充電を防ぐため使用したバ

ッテリーと使用していないバッテリーを明らかにして返却してください。  

 

11 湿気の多いところには、長時間置かないようにしてください。  

 

12 輸送手段である自動車等から着替える場所（部屋）までは、梱包した状態で

運んでください。  

 

13 その他、わからない点がありましたら、下記事務局まで連絡をお願いします。  

 

 

【乾燥イメージ】  

（１）日影の風通しのいい場所で陰干し  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）屋内の人目のないところで、バランスに注意し、無人状態の旬ちゃんをふく

らませ、内外にスプレーして放置。充電池を空の状態にもでき、一石二鳥。  

 

 

 

付属のブルーシート（表裏注意） 

裏返した着ぐるみ（スプレーする）  

スリッパ (Ｗティッシュで拭く）  

送風機リュック（スプレーする）  

〒３８０－８５７０  

長野市大字南長野字幅下６９２－２  

長野県  農政部  農業政策課  農産物マーケティング室内  

「おいしい信州ふーど（風土）」を食べよう！育てよう！

地産地消キャンペーン推進委員会事務局  

TEL：０２６－２３５－７２１７  

FAX：０２６－２３５－７３９３  

E-mail： marketing@pref.nagano.lg.jp 


